
山形県にお住まいのがん等の患者さんへ
妊よう性温存療法にかかる意思決定支援費用助成のご案内

山形県では、将来子どもを産み育てることを希望されるがん等の患者さんに対し

て、がん治療に際して行う妊よう性温存療法に係る治療費等の一部を助成します。

対 象 と な る 方 対 象 と な る 疾 患

次の全てに該当する方

１ 申請時点において山形県内に住所を

有している方

２ 意思決定支援の実施日に43歳未満の方

３ 原疾患（右欄の「対象となる疾患」）

の治療により、妊よう性が低下するおそ

れがある方

４ 令和８年４月１日以降に、山形県又は

他都道府県が指定した妊よう性温存療法

実施医療機関において、意思決定支援を

受けた結果、妊よう性温存療法を受ける

に至らなかった方

５ 申請しようとする意思決定支援につい

て、他制度による助成を受けていない方

次のいずれかの疾患

○がん

次のいずれかに該当するもの

・「小児・AYA世代がん患者等の妊よう性温存に関する診

療ガイドライン」の妊よう性低下リスク分類に示された

治療を受けるもの

・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される

もの（乳がん等）

○非がん疾患

次のいずれかに該当するもの

・造血幹細胞移植が実施されるもの（再生不良性貧血、遺

伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不

全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤

血球症、慢性活動性ＥＢウイルス感染症等）

・アルキル化剤が投与されるもの（全身性エリテマトーデ

ス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェッ

ト病等）

助成上限額及び助成回数

◇「妊よう性」とは、妊娠するための機能、妊娠する能力のことです。

◇ がん治療（化学療法、放射線療法）などの副作用により、主に卵巣、精巣等の機能に影響

がおよび、妊よう性が低下したり、失われる場合があります。

◇ がん治療などの前に、卵子、精子、胚（受精卵）等を採取し、長期的に凍結し、保存する

治療が、妊よう性温存治療（療法）です。

◇「意思決定支援」とは、妊よう性温存療法を行う前に、専門の医師等から治療のメリット・

デメリットの説明やカウンセリングを受けることです。正しい情報を得ることで、妊よう性温

存療法を行うか否かの判断を適切に行えます。

山形県

意思決定支援の結果、

「妊よう性温存療法を受けない」とした方に助成を行います。

※ 妊よう性温存療法を受ける方は、「妊よう性温存治療費助成事業（妊よう性温存療法）

 のご案内」をご確認ください。

助成金額：意思決定支援に要した費用の１/２（上限６,０００円）
助成回数：１回まで



申 請 に 必 要 な も の 申 請 の 流 れ

１ 妊よう性温存療法実施医療機関

で、意思決定支援（カウンセリン

グ）を受ける。

２ 左記１～４の書類を【提出先】

あて郵送又は持参により提出。

３ 支給決定（不支給決定）通知を

受け取る。

４ 助成金の受給（口座振込）。

県内のがん相談窓口（がん相談支援センター）

【提出先・お問合せ先】

〒９９０－８５７０ 山形県山形市松波２－８－１ 電 話：０２３－６３０－２９１９

山形県健康福祉部 がん対策・健康長寿日本一推進課 ＦＡＸ：０２３－６３０－２２７１

【提出期限】
原則、意思決定支援の支払日

の属する年度内。これによりが
たい場合は、個別にご相談くだ
さい。

山形県指定医療機関（妊よう性温存療法実施医療機関）

○上記のほか、他都道府県知事が指定した県外の医療機関で意思決定支援を受けた場合も対象になります。

医療機関名 医療機関所在地 電話番号

国立大学法人山形大学医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ ０２３－６２８－５１５９
（がん患者相談室）

ゆめクリニック 米沢市東３－９－３ ０２３８－２６－１５３７

申請様式・証明書様式は、下記からダウンロードいただけます。

 https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenfuku/iryo/gan/ninyoseionzon.html 

山形県がん患者妊よう性温存治療費助成事業 検索

名 称 所在地 電話番号

山形県立中央病院 山形市大字青柳１８００ ０２３－６８５－２７５７

山形大学医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ ０２３－６２８－５１５９

山形市立病院済生館 山形市七日町１－３－２６ ０２３－６３４－７１６１

山形県立新庄病院 新庄市金沢７２０－１ ０２３３－２２－５５２５

公立置賜総合病院 東置賜郡川西町大字西大塚２０００ ０２３８－４６－５０００

日本海総合病院 酒田市あきほ町３０ ０２３４－２６－５２８２

鶴岡市立荘内病院 鶴岡市泉町４－２０ ０２３５－２６－５１８０

山形県がん総合相談支援センター
山形市蔵王成沢字向久保田２２２０
（やまがた健康推進機構内）

０８００－８００－８２３０
（フリーアクセス）

山形県

１ 山形県がん患者妊よう性温存治療費助成事業

申請書（意思決定支援分）

２ 山形県内に住所を有していることが確認できる

書類（住民票の場合は、個人番号の記載がないも

ので、発行から３か月以内のもの）

３ 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等

（カナ名義及び口座番号がわかるもの）の写し

４ 妊よう性温存療法の意思決定支援に係る領収書

の原本及び診療明細書の原本（コピー後、返却し

ます。）

５ 状況に応じ、追加の書類をお願いする場合があ

ります。
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